
不正競争防止法等の一部を改正する法律 

（2018年 5月 30日法律第 33号） 

 

はじめに 

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が２０１８年５月２３日に可

決・成立し、同年５月３０日に法律第３３号として公布されました。施行日は、

「一部の規定を除き、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において

政令で定める日」とされており、規定ごとに施行日が異なっています。施行日が

確定しているものは、各規定の説明箇所に記載します。 

 

＜産業財産権法（特許法・実用新案法・意匠法・商標法）＞ 

（１）中小企業等を対象にした特許料等の軽減措置および出願審査請求費用の

値上げ 

 これまで一部の中小企業等が対象であった特許料等の軽減措置の対象が拡充さ

れます。この規定は、２０１９年４月１日から施行されます。 

 なお、特許料等の軽減措置の拡充により特許特別会計において恒常的に歳出が

歳入を超過することが予想されたため、収支相償となるように、軽減対象外の出

願人については出願審査請求料の基本料金が２０，０００円アップとなります。 

【対象】 

中小企業（中小企業基本法に定義される企業）、小規模企業（中小企業に該当

するか否かを問わず、従業員２０人以下の企業）、ベンチャー企業（中小企業

に該当するか否かを問わず、設立１０年未満の企業）、大学、大学の技術移転

を行う業者、試験研究独立行政法人等、福島復興再生特別措置法に係る事業を

行う中小企業者が対象となります。従来、３分の２の軽減措置などがありまし

たが、その対象は、中小企業全体の１／３程度の利用にとどまっていました。 

【手続】 

現行の軽減措置手続に比べて簡素化される予定 



【軽減措置の内容】 

（国内出願）出願審査請求料・特許料（１～１０年）を以下のとおり軽減 

（国際出願）調査手数料・送付手数料・予備審査手数料を以下の通り軽減 

適用対象： ２０１９年４月１日及びそれ以降の手続に適用される。 

（ア）中小企業者、特定中小企業者、試験研究機関等（大学、大学の技術移転を

行う事業者、試験研究独立行政法人等）：１／２軽減 

（イ）小規模企業（従業員２０名以下）、ベンチャー企業（設立１０年未満）：

２／３軽減 

（ウ）福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小企業者：３／４軽減 

【値上げの内容】 

 出願審査請求費用の内、基本料金のみを値上げし、請求項加算料金は従来通り

とする。 

 適用対象： ２０１９年４月１日及びそれ以降に出願された特許出願 

・正規の出願審査請求費用の基本料金の２００００円値上げ（１１８０００円→

１３８０００円に値上げ） 

・特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願の出願審査請求費用の基本料金

の１２０００円値上げ（７１０００円→８３０００円） 

・特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願の出願審査請求費用の基本

料金の１８０００円値上げ（１０６０００円→１２４０００円） 

・特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した特許出願に係る出願審査請

求費用の基本料金の１６０００円値上げ（９４０００円→１１００００円） 

詳細につきましては、下記特許庁のサイトを参照してください。 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（平

成３１年１月８日政令第１号）及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の一

部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成３１日１月８日政令第２号） 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/fusei_kaisei_h310108.html 

出願審査請求料改正のお知らせ（２０１９年４月１日施行） 

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/2019_ryoukinkaisei.htm 

【コメント】 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/fusei_kaisei_h310108.html
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/2019_ryoukinkaisei.htm


 今回の改正法が施行されますと、全ての中小企業が軽減対象となり、また、手

続上煩雑となっていました各種証明書の提出が不要となるため、ディスカウント

率は低くはなるものの、総合的にみて、今まで以上に使いやすくなると思われま

す。なお、この制度は、米国からの輸入（米国の「Small Entity」の制度：小規

模団体に該当する場合には、特許出願費用等５０％減額）と思われます。 

 ただし、大企業は、出願審査請求費用の値上げとなることから、本改正による

恩恵を受けません。 

 

（２）新規性喪失の例外規定 

 特許・実用新案の新規性喪失の例外規定（特許法第３０条の規定）について、

新規性喪失の例外期間（グレースピリオド）が６ヶ月から１年に延長されます。 

また、意匠についても新規性喪失の例外期間（グレースピリオド）が６ヶ月から

１年に延長されます。 

 新規性喪失の例外規定の改正は、２０１８年６月９日に施行されました。この

規定は２０１８年６月９日およびそれ以降の出願に適用されます。ただし、２０

１７年１２月８日までに公開された発明、考案及び意匠については、施行日（２

０１８年６月９日）以降に出願しても、新規性喪失の例外の規定は適用されない

点に留意する必要があります。 

詳細につきましては、下記特許庁のサイトを参照してください。 

特許法：

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm 

意匠法： 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm 

【コメント】 

 新規性喪失の例外の適用を受ける場合、本改正法施行前の日本では６カ月の期

間しか認められていませんでした。なお、米国や韓国では１年が認められていま

す。日本は、環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）を見据えて、米国の１年

という例外適用期間（グレースピリオドという）に合わせる予定で準備をすすめ

てきました。しかし、トランプ大統領が就任後早々とＴＰＰからの離脱を表明し

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm


たことから、グレースピリオドの延長の話がどうなるかと思われる状況でした。

ここにきて、特許法の改正を機に、グレースピリオドの延長を導入することにな

りました。 

 

（３）クレジットカードによる特許料等納付 

 特許料等又は手数料の納付方法は、特許印紙、特許印紙予納、現金納付、電子

現金納付、及び、口座振替に加え、新たにクレジットカードによる納付が認めら

れます。この規定は、２０１９年４月１日から施行されます。 

 

（４）知財紛争処理手続きの拡充 

 この改正は、２０１９年７月１日から施行されます。 

①裁判手続の拡充：裁判所が書類提出命令を出すに際して、非公開（インカメ

ラ）で書類の必要性を判断することができるようになります。また、非公開（イ

ンカメラ）で書類の必要性等を判断するにあたり中立の専門家（専門委員）が関

与できるようになります。 

②判定制度の拡充：判定制度の関係書類に営業秘密がある場合に、閲覧制限をす

ることができるようになります。 

 

（５）商標登録出願の分割の適正化 

 商標登録出願の分割の適正化がされました。商標登録出願の分割の適正化は、

２０１８年６月９日から施行され、２０１８年６月９日およびそれ以降の分割出

願に適用されます。 

 具体的には、商標登録出願の分割要件に、「親出願の出願手数料が納付されて

いること」という要件が追加されました。 

詳細につきましては、下記特許庁のサイトを参照してください。 

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan_180

608.htm 

 https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/bunkatu_kyouka.htm 

【コメント】 

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan_180608.htm
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan_180608.htm
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/bunkatu_kyouka.htm


 この改正は、金を払わずに商標出願をし、その出願中に他人に警告や他人から

の譲渡申し込みを待つビジネスを行っている人への対策と思われます。その人

は、分割出願を行うことで、出願の延命を図っているため、その延命を阻止する

のがこの改正です。 

 

（６）その他 

 意匠の優先権書類のオンライン交換制度が導入されます。ただし、２０１９年

１月１日現在、その施行日は未定となっております。 

 

＜産業財産権法以外の法律＞ 

＜不正競争防止法＞ 

（１）ビッグデータ等のデータの不正取得・使用等に対する差止めの創設 

 今回の改正でＩＤ・パスワード等の管理を施した上で事業として提供されるデ

ータ（例えば、ビッグデータ等）の不正取得・使用及び開示行為が不正競争行為

に位置づけられます。また、上記行為について差止請求権等の民事上の救済措置

が設けられます。この改正は、２０１９年７月１日から施行されます。 

 

（２）「プロテクト破り」の強化 

 従来、暗号等の技術的制限手段の効果を妨げる「プロテクト破り」を可能とす

る機器の提供等のみが不正競争行為とされていましたが、今回の改正で「プロテ

クト破り」を可能とする役務の提供等も不正競争行為に位置づけられます。この

改正は、２０１８年１１月２９日に施行されました。 

 

（３）裁判手続の拡充 

 産業財産権法の知財紛争処理手続（裁判手続の拡充）と同様です。この改正

は、２０１９年７月１日から施行されます。詳細につきましては、下記特許庁の

サイト又は経済産業省のサイトを参照してください。 

 特許庁： 

 https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/fuseikyousou_h300530.htm 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/fuseikyousou_h300530.htm


経済産業省

http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227001.html 

 

＜ＪＩＳ法・弁理士法＞ 

（１）日本産業規格ＪＩＳの対象拡大 

 日本産業規格ＪＩＳの対象にデータ、サービス、経営管理等が追加されます。

この改正は、２０１９年７月１日から施行されます。認証を受けずにＪＩＳマー

クの表示を行った法人等に対する罰金刑が、改正前の上限額（１００万円）から

１億円に引き上げられます。 

 

（２）弁理士業務の拡大 

 弁理士業務に、データの利活用や規格（ＪＩＳ等）の案の作成に関して知財の

観点から支援する業務が追加されます。この改正は、２０１９年７月１日から施

行されます。 

以上 

http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227001.html

